
19 

 

４. ディスポーザ排水による下水道施設への影響に関する調査 

       下水道研究室 室   長 横田 敏宏 

         研 究 官 宮本 豊尚 

         研 究 員 中村 裕美 

１．はじめに 

家庭等で発生する生ごみの処理を目的にディスポーザを設置することは、下水道への負荷を増大させ、ひいて

は水環境への影響も懸念されるとして、処理槽付きディスポーザ（ディスポーザ排水システム）を除き、我が国

ではほとんどの公共団体において制限または自粛要請がなされてきたが、近年生活様式の変化の他、生ごみを含

む有機性廃棄物の利用促進の側面から、北海道歌登町（2006 年に枝幸町と合併して現在は枝幸町）で行った社会

実験の結果を基に、平成 17 年に「ディスポーザ導入時の影響判定の考え方」1)が示されたところである。その際

に今後の課題として、①合流式下水道への影響評価、②脱水施設焼却施設の評価、③ディスポーザ排水の管渠内

物質収支の把握、④ディスポーザ粉砕厨芥の分解過程の把握の 4 項目の課題が示されたところである 2)。 

その後約十年経過し、一層進む高齢化や人口減少、インフラの老朽化と再構築、あるいは東日本大震災を契機

とした再生可能エネルギーへの注目と再生可能エネルギー固定価格買取制度等の新しい制度の整備など、社会情

勢は大きく変化している。下水道においても、平成 26 年度末には 171 都市と 16 流域下水道で合流式下水道の改

善対策が完了したこと 3)や、PPP/PFI の推進など事業を取り巻く環境は大きく変化しているところである。ディス

ポーザ導入についても、利便性の観点からだけでなく、ゴミ処理問題から導入に踏み切った伊勢崎市 4)や十和田市

5)、バイオガス増産のために導入を決定した黒部市 6)、リン資源回収量の増加を目指す岐阜市 7)等、戦略的に導入

を促進している都市も散見されている。 

以上の情勢変化を踏まえ、本研究では、「ディスポーザ導入時の影響判定の考え方」で積み残しになっている課

題等について、現時点での情報収集を行い、再整理を行うことを目的とする。平成 27 年度は、このうち国内及び

海外の合流地区における現状等について、主として文献資料に基づく調査を行った。 

 

２．我が国における合流式下水道とディスポーザの関係 

 ｢ディスポーザ導入時の影響判定の考え方｣では、｢合流式下水道を採用している地区においてディスポーザを導

入した場合には、晴天時の管渠内堆積物が増加し、それが雨天時に掃流され雨天時放流水の汚濁負荷を増加させ

る恐れがある｣と記載されている 1)。その実際の影響については、平成 17 年当時、｢合流式下水道へのディスポー

ザ導入の影響について現地調査の事例はない｣としており 1)、その後 10 年経過しても合流地区での現地調査の事例

は確認できなかった。なお、合流・分流処理区をともに有している公共団体においては、条例で分流区域かつ家

事用に限り許可している事例が確認された 8)。 

 一方、合流改善事業は、当面の改善目標として、汚濁負荷量の削減、公衆衛生上の安全確保、きょう雑物の削

減の 3 つの項目について設定され 9)、それらを満足するよう事業が実施されてきている。少なくとも合流改善事業

関連工事を継続している団体においては、ディスポーザ導入解禁には、特に慎重を期すべきと考えられる。その

ほか、雨水貯留施設等への影響についても指摘がされており 10)、引き続き議論が必要である。 

 

３． 海外における合流地区のディスポーザ導入に伴う影響調査事例等調査 

 ２．で示したとおり、国内での合流地区におけるディスポーザの導入は進んでいないため、海外における合流

地区におけるディスポーザの導入に伴う影響調査等の事例収集を行った。なお、海外におけるディスポーザ導入

は、EU 指令 11)、12)や法規制 13)、税制 13)により、これまで埋め立て処分された食品廃棄物の有効活用が各国で求め
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られており、それをきっかけとした導入検討や促進に踏み切る事例が複数確認された 14)。 

 

（１）越流水の公共用水域への影響 

ニューヨーク市の下水処理場は、晴天日に市内で発生する全量を処理できるが、処理水には未だ窒素等の栄養

塩が比較的高濃度に含まれている。これらは公衆衛生上危険ではないが、魚類や他の水生生物の生存に必要な溶

存酸素を奪い、水質を劣化させる。また、合流式下水道の雨水吐きは 422 箇所あり、越流水（CSO）は年間約１億

m3（300 億ガロン）排出されている 15)。そのような背景もあり、ニューヨーク市は 1970 年代から合流域で家庭用

ディスポーザが禁止されてきたが、1995 年にニューヨーク市環境保護局は、合流式下水道におけるディスポーザ

の使用に伴う影響を研究するためのパイロットプログラムを実施した 16)。このパイロットプログラムの結果を受

けて、ディスポーザは 1997 年 9 月 11 日にニューヨーク市で解禁された。続いて 2008 年には、商業用ディスポー

ザについて環境保護局による調査が行われている 17)。発生する食品廃棄物の特性や、上水供給・CSO・水質汚濁

防止施設に与える影響についてケーススタディ等による検討が行われ、下水道の老朽化、合流式下水道の割合が

大きいこと、汚水処理場の処理能力不足、上水使用量の節約と水環境改善の推進などの観点から、環境保護局は

商業用ディスポーザの導入を許可しないこととした。 

現在我が国においては、水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の見直しが検討されており、その中

で望ましい水環境の状態を表す指標として底層 DO に関する検討が行われ、3 種類の目標値(4.0mg/L 以上、3.0mg/L

以上、2.0mg/L 以上)の目標値が提案されているところである 18)。このような状況から、合流地区におけるディス

ポーザ導入にあたっては、底層 DO の検討も必要となることが予想される。ちなみに、ニューヨーク市周辺におけ

る底層 DO の調査結果が公開されている 20)。ディスポーザの合流式区域への導入が解禁になる前（1992 年）と後

（2009 年）の底層 DO に参考として示す（図-1）。導入前後を比較すると、マンハッタン島東側で改善が見られる

一方で、ブロンクス東側やクイーンズ南のジャマイカ湾東側で低下しており、ニューヨーク州の水質基準 19)であ

る 5.0mg/L を下回っている。ただし、これがディスポーザ普及に伴う影響かどうかは不明である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 ニューヨーク市周辺水域の水質変化（底層 DO）15) 

 

ミルウォーキー市（米国ウィスコンシン州）は、合流式下水道（一部分流）で整備が行われ、五大湖の一つで

あるミシガン湖に放流している。同市では Deep Tunnel と呼ばれる貯留管により CSO 対策がなされているが 20)、

CSO や面源負荷に伴うミシガン湖の水質悪化が懸念されていることから、同市では改善プロジェクトが推進され

ている 21)。このプロジェクトでは、雨水の下水への流入削減に向けた取り組み（都市緑化等も含む）等が実施さ

れているが、ディスポーザとの関係性については触れられていない。むしろ市当局としては、廃棄物処理コスト

や消化ガス利用や汚泥肥料等の有効利用の観点からディスポーザの利用を推進している状況である 22)。 
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（２）破砕物がスクリーンに与える影響 

合流改善事業により、きょう雑物の削減のため、吐口へのスクリーンの設置やスクリーンの目幅変更が行われ

たところであり、破砕物がスクリーンに与える影響について調査した。現場実験 23)では、ディスポーザで破砕し

た粒子の粒度分布は、0.5mm 以下が 40－50％、2 ㎜以下が 98％、5 ㎜以下が 100％と報告されており、その結果を

踏まえ、スクリーンで回収されるし渣に対する影響はないというレポートが英国のコンサルタントから公開され

ている 24)。我が国の既往の報告 25)では、ディスポーザで破砕された粒子の分布は 4.76mm 以下が 90％程度である

と報告されており、これと比べて細かい粒子が多い結果となった。いずれにしても細目スクリーンのし渣量の増

加には直接つながらないものと考えられるが、下水道施設計画・設計指針 26)にあるように、合流改善対策として

雨水用のスクリーン目幅を 50mm から 25mm に変更した事例もあり、注意が必要である。 

 

（３）ディスポーザ排水専用管に関する検討事例 

マルメ市（スウェーデン）は、下水道システムに直接ディスポーザを接続することは禁止されている。2001 年

から、合流式下水道に接続している再開発地域において、ディスポーザ排水のみを専用管で収集することでエネ

ルギー回収を試みるプロジェクトが実施されている 27)。同プロジェクトでは、専用管で収集されたディスポーザ

排水は、タンクに貯留し、従来の汚泥収集車でくみ上げ、汚泥を直接的にバイオガスプラントへ運搬後、汚泥を

メタン発酵させるものであった。その結果、タンクにて回収された排水の pH はかなり低く(5.6～6.4)、下水管の腐

食のリスクが高いことが分かった。また、有機物は速やかに分解され、バイオガスは最初の 11 日の間に終局状態

に対して 90％以上が生成された。メタン生産量や栄養塩の回収について、紙袋で食品廃棄物を収集する場合と専

用管でディスポーザ排水を収集する場合のカーボンフットプリントは、有意な差が見られない結果となった。 

 マルメ市で実施されたようなシステムであれば、我が国の合流地区においても CSO の課題がクリアされるため

導入が可能であるが、既存管路網を活用して収集するというディスポーザ最大のメリットを損なうこととなるた

め、導入あたっては慎重な事前検討が求められる。 

 

４．今後の展開 

 今後も、｢ディスポーザー導入時の影響判定の考え方｣をフォローアップするため、事例収集等を実施していく

予定としている。 
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